
令和５年第２回黒坂警察署協議会開催状況 

開催日時 令和５年６月22日(木)午後２時10分から午後３時40分まで

開催場所 黒坂警察署

 委　　員 川端会長、野口副会長、安養寺委員、空場委員、山根委員 
 (定数８人) 吉澤委員、大塚委員、音田委員 
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上８人
出 席 者 

 警　　察 渡邊署長、井畑管理官、小林溝口幹部派出所長 
米本交通課長、岩田生活安全刑事課長、会計課長 
地域課員、警務課員　　　　　　　　　　　　　以上８人

議　　　事　　　概　　　要

１　挨拶 　   
　　川端会長及び渡邊署長が、挨拶を行った。 
 
２　自己紹介 

 　　当署員及び委員が、自己紹介を行った。
 
３　治安概況説明 
　　担当課長が、令和５年５月末現在における管内の刑事・交通関係の治安概況に
　ついて説明した。 
 
４　協議事項（交通事故抑止対策の推進） 
　　担当課長が、６月中に管内で連続発生した交通死亡事故、自転車単独転倒事故
　の概要及び当署で取り組んでいる事故抑止対策や今後の課題などについて説明し
　た。 
　　委員からの意見要望とそれに対する警察の回答は次のとおりであった。 
　　委員：自転車に乗る際のヘルメット着用が努力義務となったことや信号機のな

い横断歩道を横断しようとする者を認めた車両は停止する必要があること
など、人身事故の防止に直結するようなものは、積極的に広報し、周知を
図っていただきたい。 

　　警察：ヘルメットや横断歩道の件は、世間に浸透して改善してきたような印象
を受けている。しかし、この現状に満足することなく、今後も広報による
周知徹底、講習による運転者への教養などを継続し、これらが確実に定着
するよう努めていきたい。 

　　委員：新型コロナウイルス感染症に関する行動制限が撤廃され、管内でも人の
流れが活発化し、県外車両を含めて交通量も増加しているように感じてい
る。これからも事故防止に尽力していただくようお願いする。 

　　警察：委員の皆様も、違反車両を目撃したり、交通危険箇所を聞知した場合は、
この協議会の場に限らず連絡していただきたい。違反車両であれば指導取
締りの参考とし、交通危険箇所であれば関係機関などと対応を検討し事故
防止を図っていきたい。 

 
５　交通安全教育機器の体験 
　　協議終了後、担当課長が交通安全講習で活用している交通安全教育機器「ミニ

歩行環境シミュレータわた郎君」を紹介し、委員が実際に体験した。


